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県 本 部 各 部 課 長 宮 本 務 第 4 3 9 号
殿

県 下 各 警 察 署 長 令 和 ６ 年 ３ 月 1 3 日

宮 城 県 警 察 本 部 長

宮城県警察における時間外勤務の縮減方針等の制定について（通達）

時間外勤務の縮減方針及び上限時間については 「宮城県警察における時間外勤務、

の上限時間等について（通達 （平成31年３月29日付け宮本務第784号）により、推）」

進しているところであるが、この度、別添のとおり縮減方針等の一部を見直して制定

したので、各位にあっては、方針に基づき、時間外勤務の縮減等に引き続き取り組ま

れたい。

なお、これに伴い前記通達は廃止する。

記

１ 見直しの要点

⑴ 時間外勤務の縮減方針

ア 所属長の責務に、職員の勤務実態の把握及び分析について規定した。

イ 所要の文言の整理等を行った。

⑵ 時間外勤務の上限時間

組織機構改編等に伴い、他律的業務の比重が高い部署を見直した。

２ 施行日

令和６年４月１日



第１ 時間外勤務の縮減方針

１ 業務の合理化・効率化の推進

⑴ 警察本部各所属の役割

警察本部の各所属は、それぞれの所管業務について、前例踏襲を排して業務

、 、の合理化・効率化を図る必要のある項目を抽出し あらゆる機会を通じて現状

問題点等の詳細な把握に努め、情勢の変化に応じて、業務の廃止も含めた改善

案の検討を行うこと。

改善案の検討を経た業務改善項目のうち、警察本部各部（局）又は警察本部

各所属の判断で改善できるものは速やかに実施するほか、各所属の判断では改

善が困難なもの、予算措置、法令改正等が必要となるものについては、改善案

又は改善の方向性を検討した上で、遅滞なく警察庁等への改正具申等の必要な

措置をとること。

⑵ 警察署の役割

警察署は、平素から不合理又は非効率な業務や改善の余地がある業務につい

て、所属職員から広く意見・要望を聞き取るなどして、業務改善項目又はこれ

に対する改善案の把握に努め、その事務を所管する警察本部所属へ提言するほ

か、警察署で改善可能なものは遅滞なく改善すること。

⑶ 提案.comの活用

業務の見直しについては、引き続き「職員及び職員家族からの意見提案制度

「提案.com（提案ドットコム 」の導入について（通達 （平成20年３月12日） ）」

付け宮本務第280号）に定める業務改善の提案制度を積極的に活用すること。

２ 所属長の責務

所属長（警察本部の部に置かれた課等の長、警察学校長、仙台市警察部に置か

れた課の長及び警察署長をいう ）は、前記１に掲げるほか、次により職員の時。

間外勤務の縮減に努めるものとする。ただし、警察法を始め、各種法令に基づい

、 、 。て権限を行使し 又は義務を履行するため必要がある場合は この限りではない

⑴ 勤務実態の把握及び分析

所属長は、職員の勤務実態を適時把握して、時間外勤務が必要となる要因

が職員個人の能力によるものか、業務管理や体制によるものか等を分析した

上で、職員への指導による能力向上等の必要な対応をとること。

⑵ 適正な業務管理

所属長は、特定の職員に業務が集中しないよう業務の適正な配分に努めると

ともに、係を越えた柔軟な業務の応援体制の確立に努めること。また、勤務時

間にあっては職務の遂行に全力を挙げるよう所属職員を指揮監督するととも

に、長時間の時間外勤務が職員の心身の健康の維持に影響を及ぼすことを銘記

し、時間外勤務の命令を極力避けること。

⑶ 時間外勤務の必要性の検討

所属長は、職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、その必要性、業務内容等

を十分精査した上で、真に公務のために臨時又は緊急の必要がある場合のみ命

。 、 、 、令すること また 時間外勤務を命ずる人員及び時間は 当該業務を行う上で



必要最低限とすること。

⑷ 所属長は、命令した時間外勤務については、その成果、従事時間等の勤務内

容を確認し、先の命令内容を変更する必要がある場合には、所要の措置を講ず

ること。

⑸ 勤務時間の弾力的な割り振り

所属長は、業務の遂行に当たって、より効率的であると認められる場合は、

勤務内容、対象とする職員の範囲、時間等を十分検討した上で、始業時間を遅

らせるなど、勤務時間の弾力的な割り振り変更を行うこと。

⑹ 家族の日の実施

所属長は、毎週水曜日を家族の日（定時退庁日）とし、臨時又は緊急の業務

がない限り時間外勤務を命じないよう努めること。ただし、各所属の事情に応

じて、最も効果的な設定曜日が水曜日以外であると認める場合は、水曜日以外

の日に家族の日を設定することができる。

なお、家族の日に時間外勤務を命じた場合は別の日を家族の日に指定するな

どの措置をとること。

⑺ 時間外勤務の縮減に向けた職場環境の醸成

所属長は、退庁時間には職員に対して「退庁の声掛け」を行うとともに、勤

務時間終了後の速やかな退庁を励行すること。

また、時間外勤務の縮減に向けた改善策を検討し、具体的な目標を定めるな

ど、組織的な取組による意識の啓発に努めること。

⑻ 週休日、休日における勤務の縮減

所属長は、職員への負担等を考慮し、週休日又は休日における勤務の命令に

ついては、極力避けるよう特に配意すること。

なお、やむを得ず命ずる場合は、可能な限り、週休日の振替、代休日の指定

等の対応をとること。

⑼ 年次有給休暇の取得促進

所属長は、率先して年次有給休暇を取得するなど、職員が休暇制度を利用し

やすい環境を整えるとともに、週休日又は休日と連続した年次有給休暇の取得

の促進について配意すること。

３ 職員の責務

、 、 。職員は 前記１に掲げるほか 次により時間外勤務の縮減に努めるものとする

ただし、警察法を始め、各種法令に基づいて権限を行使し、又は義務を履行する

ため必要がある場合は、この限りではない。

⑴ 実務能力の向上

職員は、勤務時間内に業務が完了できるよう、平素から能力の向上に努める

こと。

⑵ 集中タイムの実施

毎日午前10時15分から午前11時45分までの90分間を集中タイムとし、職員個

々人が業務を集中的に処理するよう努めること。

なお、事件事故等はもとより、部外者との対応等については、いささかの支



障も生ずることのないようにすること。

４ 時間外勤務命令に係る留意事項

⑴ 時間外勤務の命令は、勤務時間の始期及び終期、休憩時間等を明らかにした

上で、勤務日にあっては退庁時間の１時間前まで、週休日又は休日に勤務の命

令を行う場合は、前日までに行うこと。ただし、緊急事案の発生に伴う命令の

場合は、事後において行うことができるものとする。また、職員は、担当する

業務を勤務時間内に処理できない場合には、原則として退庁時間の１時間前ま

でに、また、週休日又は休日に勤務を必要とする場合はその前日までに、上司

を通じて所属長に申し出、その指示に従うこと。

⑵ 真に必要な場合を除き、原則として深夜（午後10時から午前５時までの時間

をいう ）に及ぶ、又は長時間にわたる勤務は命令しないよう努めること。。

なお、やむを得ず命ずる場合には、別に定める規定により、勤務間インター

バルを確保すること。

⑶ 時間外勤務の多い職員については、別に定める要領により、医師の面接指導

を確実に受診させることとし、受診しない場合は時間外勤務を命じないこと。

第２ 時間外勤務の上限時間等

１ 時間外勤務の上限時間

、 、 、所属長は 職員に時間外勤務を命ずる場合には 次に掲げる職員の区分に応じ

それぞれ次に掲げる時間数及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずる

。 、 、こと ただし 労働基準法第36条第１項の規定による協定を締結している場合は

当該協定の時間数を超えないものとすること。

⑴ 他律的業務（業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自

ら決定することが困難な業務をいう ）の比重が高い部署として別表に規定す。

る所属に勤務する職員については、次のアからエまでに掲げる時間及び月数

ア １か月につき100時間未満

イ １年につき720時間

ウ １か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１か月、２か月、３か

月、４か月及び５か月の期間を加えたそれぞれの期間において、１か月当た

りの平均時間が80時間

エ １年のうち１か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数が６か

月

⑵ ⑴に規定する職員以外の職員については、次のア及びイに掲げる時間

ア １か月につき45時間

イ １年につき360時間

２ 上限時間の特例等

⑴ 上限時間の特例

特例業務（地震等による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、その他客

観的にみて避けることのできない事由に基づく臨時かつ緊急なものをいう。以

下同じ ）により、職員に対して上限時間を超えて時間外勤務を命ずる必要が。

あると所属長が認める場合については、上限時間の規定（当該超えることとな



る時間又は月数に係る部分に限る ）は、適用しないものとする。ただし、所。

属長は、特例業務の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限

のものとしなければならない。

⑵ 特例業務により時間外勤務を命ずる場合の措置

ア 職員への通知

特例業務により、上限時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、

あらかじめその旨を口頭、文書等により職員に通知すること。ただし、あら

かじめ通知することが困難である場合は、この限りではない。その場合にお

いては、事後において速やかに職員に通知すること。

イ 労働基準監督機関の許可等

労働基準法第36条第１項の規定による協定を締結している場合で、特例

業務として当該協定の時間数を超えて時間外勤務を命じようとするときには、

同法第33条第１項の規定に基づき、労働基準監督機関の許可等が必要となる

ことから、特例業務の概要、やむを得ない理由等を、警務部警務課長を経由

して速やかに報告すること。

ウ 要因の整理、分析及び検証

特例業務により、上限時間を超えて職員に時間外勤務を命じた場合、当該

時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証が必要となることから、所属長

は、要因の整理、分析及び検証のための記録表（別記様式）によりその要因

等を記録すること。また、その写しを警務部警務課長を経由して遅滞なく送

付すること。

作成した記録表は、所属において５年間保存すること。

第３ その他

この通達の運用に当たり、疑義が生じた場合は、警務部警務課長と協議するこ

と。



別表

総務部 総務課 会計課 装備施設課 広報相談課 留置管理課

警務部 警務課 監察課

生活安全企画課 県民安全対策課 少年課 生活環境課
生活安全部

サイバー犯罪対策課

地域部 地域課 機動警ら隊 鉄道警察隊

刑事総務課 捜査第一課 捜査第二課 捜査第三課 鑑識課
刑事部

捜査支援分析課 機動捜査隊 科学捜査研究所

組織犯罪対策局 組織犯罪対策第一課 組織犯罪対策第二課

交通企画課 交通規制課 交通指導課 運転免許課
交通部

交通機動隊 高速道路交通警察隊

警備部 公安課 警備課 外事課 機動隊

警察学校

全警察署



別記様式

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均

警務部警務課への送付　　　　　　年　　月　　日

特例業務の概要

人員配置又は業務分担の見直し等によっても回避できなかった理由

時間外勤務命令時間数

□他律的所属

要因の整理、分析及び検証のための記録表

所属 係 階級(職) 氏名

作成年月日　　年　　月　　日


